
加盟国 に再配分する分(目 的1・2)を 決定するプロセス

最初 に、 目的1・2の 指定地域を確定する作業がある[図 1-6]。 目的1は 地域行政区

分NUTS214単 位で一人当た りのGDPが75%と いう明確な基準があるので機械 的に決め ら

れるが、 目的2の 基準はEU一 律の基準ではない。対象地域 を示 した地図を見ると一目瞭

然だが、比較的大きい単位で対象地域を決めているところもあれ ば非常 に細か く検 討 して

いる ところもある。この多様性こそが徹底 した分権に基づ くパー トナー シップの証である。

「まず、各国が 目的2地 域 を選定するための リサーチを行い、各国で基準 をつ くります。

基準をわれわれが承認 し、承認された基準をもとに各国が対象地域 を選定 して提案 し、欧

州委員会で確定 します。」と地域政策総局都市担当チーフのニースラーは言 う。つまり、目

的2の 地域が確定するまでに各国と欧州委員会で最低2度 のキャッチボールが行われるわ

けである。2000年1月 からスター トしたはずの予算だが、最後のイタ リアの目的2地 域が

確定するまでに1年 かかっている。

次のステップであるプログラムの内容を決めるプロセスも同様である。進行 中の予算年

度の配分がほぼ確定 したのは、スター トして2年 後の2002年 になってか らだった。すでに

同時進行で、2007年 以降のEU政 策の役割 と加盟国間の配分交渉 を見据えた議論が始まっ

ている。1予 算年度が6-7年 単位 とは長すぎるよ うにみえるが、気の遠 くな るようなプロ

セスを考えるとこれで も忙 しすぎるくらいである。

構造基金のしくみ は、加盟各国で同意した結束への政策理念を具体化 したものにほか ら

な らな いが、そ のプロセスの煩雑さは加盟各国に不評だった。ひ とつのプログラムは5年

以上に及ぶ計画だが、一度EUレ ベルの承認を受けると手続きの煩雑さか ら内容の変更は

現実的ではない。実情に合わな くなった補助金を抱えていて も、より効果の見込める事業

に流用できない。 自治体 レベルでは欧州基金のフレキシビリティを要求する声が根強 い。

地方に とって使 いやすいボ トムアップ型統合補助金を目指 した点でEUの 地域政策は興味

深 いが、予想以上 に煩雑な手続きに悩 まされているのが実態である。

構造基金が本格始動 した1988-1993年 は、共 同体支援枠CSF方 式で、加盟国が下位の当

該自治体 と協働で取 りまとめた地域開発計画 を携え個別 に欧州委員会 と交渉す るしくみだ

った。1993年 以降、単一プログラム提案SPD方 式に切 り替えられ、欧州委員会との交渉

プロセスが省かれ、加盟各国の力が強 くなった。1999年 に再度見直されて、欧州委員会の

裁量が一段 と狭められ る結果となった。

手続きは大幅に簡素化され加盟各国にとって使 いやすくなったが、その分、欧州委員会

のコン トロールが届きにくい しくみになった。EUは 、補助金確定 までのプロセスの透明

性 を重視 し、情報公開に積極的である。それで も、不正支出が絶 えな い。手続 きの簡素化

で、加盟各国の裁量が増 し、不正支出の余地も増えた。EUは 補助金の不正支出に一段 と

神経質になっている。

14 NUTS(Nomenclature of Territorial Units for Statistics)は
、 欧州 統 計 機 関 ユ ー ロ ス タ ッ トの 用 い る地 域 単

位 。NUTSに は 三段 階 あ り、 目的1は 中 間 のNUTS2(英 で は カ ウ ンテ ィ、 仏 で は レジ オ ン)地 域 を 基準

単位 と し、 目的2は よ り細 分 化 され たNUTS3地 域 を 基準 に して い る。



図1-6 目的1・2対 象 地域(2000-2006年)

出典:http://europa.eu.int/comm/regional_policy/

4つ の共同体主導 と先進的取組み

構造基金 と結束基金は、通貨統合 という目標 を得て、欧州の地域開発 に対 して数量的に

は大きな力を持ちうる規模の補助金にまで成長 した。 しか し、地域間不均衡 の緩和 という

主目的以外のEUレ ベルの地域政策誘導手段 として使える補助金は、構造基金の5%強 の

共同体主導枠 に限定されている。

共同体主導は、EUレ ベルで協調的な取組みが求め られる特定の問題解決に向けられて い

る。現在、①INTERREG III:国 境を越 えた共 同事業、複数国や複数地域 におよぶ協力、②

URBAN II:都 市のサステイナブルな発展 と衰退市街地対策、③Leader+:地 方のイニ シア

ティブによる農村 開発 ④Equal:労 働市場 における不公平と差別の克服、の4つ の共 同体

主導 メニューがある。

共同体主導の総額である104.4億 ユー ロのうち、境界地域 を対象 としたINTERREG IIIが

約半分の49億 ユーロを占めている。2番 目の都市 を対象 としたURBANに は7億 ユーロが

当て られ、4つ のメニューのうち最 もシェアが少ない。Leaderは 、共通農業政策が農産物

市場自由化のダメージを緩和する目的でどち らか といえば底上げの面で手厚 いのに対 して、

EUと いうフレームができたことのメ リッ トを生か して農村における新たな可能性 を見出

す取組みをサポー トしている。

共同体主導は、マース トリヒ ト条約以降EUが 積極政策に踏み出 した前予算年度の1994

年に本格スター トし、加盟国が増えEU統 合が深化するにつれて課題が増え10以 上 にのぼ

るメニューに膨れ上がっていた。1994-1999年 では構造基金の10%を 占めていたが、2000

年以降の予算配分で約半分 に圧縮 された。共同体主導で大きな比重を占めていた産業構造



転換関連 のメニューが3種 の目的別に吸収 されるな どして整理統合され、生き残ったのが

上述の4種 である。

1988年 のERDF規 則10条 によ り、構造基金の1%を 先進的な試みに当て ることが可能

になった。2000年 以降、共同体主導 と連動 して、先進的試み分 も約 半分に圧縮 された。現

在、先進 的試みの枠では、①知的技術的革新に立脚 した地域経済、②情報化社会 を生か し

た地域発展、③地域のアイデンティティとサステイナブルな発展の3つ の トピックスがあ

rら れている。1999年 以前の先進的試みの例で、本研究 と関係の深い ものに、後述する都

市パイ ロッ ト事業(UPP)とTERRAが ある。

2000年 以降の軌道修正

以上、地域政策の財源である構造基金 と結束基金の概略を述べてきたが、予算年度の切

り替わ る2000年 がひとつの節 目となっていることがわか る。構造基金 と結束基金の しくみ

は、1980年 代末からその改革が議論され、拡充 したシステム として確立 し、1994-1999年

に実行 された。そ して、この年度期間中に生じた変化に対応 して手が加えられ、2000年 以

降、微調整 して新たなスター トを切っている[図 1-2]。

2000～2006年 予算をめ ぐって加盟国間での調整が難航 した。最大の争点は、共通農業政

策CAP15の 改革だったが、構造基金 と結束基金でも加盟各国の思惑 はまちまちだった。

最大の拠出国である ドイツは、東 との統合で一段 と悪化 した失業な どの国内施策の財源を

強化す るため、EUへ の拠出額削減 を主張 した。その上、次期予算年度では東側諸国の加

盟が予定 されているため、何らかの手当ての必要 となる地域間格差 はこれ まで以上に拡大

する見通 しだった。歳入減 と歳 出増がいずれ も不可避な状況での調整は難 しい。

通貨統合 を至上 目標 に長期的な展望 を軽視 して加速度的に投入された経済格差是正の構

造基金や結束基金 をいかに軌道修正す るか。東欧諸国の加盟16を控えて、 これ までの延長

で地域 間不均衡を是正 し続 けることはどうみて も不可能だった。EUの 執行機関である欧

州委員会は、加盟準備 国を事前に支援す るな ど構造政策の修正 を盛 り込み 「アジェンダ

2000」 を提示 して、妥協点を見 出そ うとしていた。

これ をベースに加盟国間の政治的なかけ引きがぎ りぎ りまで続いた。 ドイツは、構造対

策用の両基金の受け手国に支出の減額を迫ると同時に、ベルギー、オ ランダ、デンマーク

な ど豊かな小国の負担増を求めた。また最大の受け手国であるスペイ ンは、地域間不均衡

是正が道半ばで頓挫することのEU全 体に与える不利益 を主張 し、結束基金解消へ向けた

移行期 間を少 しでも先延 ばしにしよ うと交渉 を続けた。

欧州委員会が 「アジェンダ2000」 で予算案 として提示 した構造+結 束基金の総額2,863

15 共通農A業政策は、第2次 世界大戦中、食糧不足に陥ったことを教訓とし、EU域 内で食糧の安定供給

を確保することを本来の目的としてスター トした。しか し、80年 代に入って食糧余剰が慢性化 し、農業

就労の維持ヘと主眼が移っていった。農業就労者への直接所得保証制度の導入などで注目を集める一方、

EU予 算の過半を占めてきた共通農業政策では汚職が度々表面化し、改革を余儀な くされた。2000年以降、

EU総 予算に占める比率を下ける方向に向かっているが、ポーランドを初めとする農業国のEU加 盟を控

え、新たな対応に迫られている。
16 2004年5月 、 キ プ ロス 、チ ェ コ 、エ ス トニ ア 、 ハ ンガ リー 、ポ ー ラ ン ド、 ス ロベ ニ ア、 ラ トビ ア、

リ トアニ ア 、マル タ 、ス ロバ キ ア の10か 国 が 新 た に加 盟 し、EUの 加 盟 国 は15力 国 か ら25か 国 に増 え た 。

さ ら に 、ル ー マ ニ ア と ブル ガ リアが 加 盟 交 渉 中で 、 トル コ は、 加 盟 交 渉 に入 る 時 期 を検 討 中で あ る。



億ユーロ対 して、最終的には2,130億 ユー ロにまで縮減された。前述 したように、主要部

分の加盟国に再配分する分 より共同体主導 をよ り多 く圧縮する方向17で決着が図 られた。

I.1-3.共 同体 主 導INTERREG

以上、構造基金および結束基金 を財源 とするEU地 域補助政策の体系を概観 した。 この

うち本論と最 も関係の深 いのは、都市地域と境界地域関連のものである。都市地域を対象

としたプログラム補助金(共 同体 主導URBAN、 先進的取組みUPP、 構造基金主流新 目的

2)の 系譜についての考察は次章に譲 り、本章では、境界地域を対象 とした補助 プログラ

ムの概要をおさえておきたい[表6-1:補 助事業]。 一連のINTERREGプ ログラムは、第

6章 空間計画の文脈 に戦略的に位置づけ られている18。境界地域は、EU地 域政策の文脈か

らする と、共同体 主導の予算配分が示すとお り次章の都市地域 と同等あるいはそれ以上に

重要な政策分野であるが、本論 は都市 を中核に考察するので、境界地域については概略の

紹介 にとどめてお く。

構造基金の共 同体主導4プ ログラムの うち最大の割合を現在 占めるのが、境界地域 を対

象 とするINTERREGで ある。以下、INTERREGが 予算年度の切 り替わるごとに拡充 され

ていった経緯 を追 う。

境界地域 とはそ もそ も、NUTS3地 域単位で国境に接す る地域をいう。1994年 の加盟12

か国時点で、EU域 内の国境の総延長 は約1万kmに 達 し、境界地域はEU全 土の15%を 占

める。境界地域 には総人 口の10%が 暮 らしている。境界地域 は、加盟国同士を隔てる内的

境界 とEUが 域外と接す る外的境界に大別される。

国土計画、地域 計画、土地利用計画権限は、国民国家あるいは下位の地域 自治体に排他

的に属するために、原則 としてEUレ ベルの政策は存在 しない。EUレ ベルの政策が介在で

きる唯一の余地が、国 と国 を隔てる国境 を跨 いだ地域である。

国境 を越えて協力 しようとする動きには長 い歴史があるが、なかなか成果が上が らなか

った。1967年 の欧州共同体発足が越境協 力の決定的なきっかけとなった。 さらに、近年、

地球規模の環境問題に関心が高ま り、 自然環境保全のために国境 を越えた取 り組みが求め

られるようにな った。加盟各国は、国境を跨 いだ地域 に対する施策をEUレ ベルに求め、

共同体主導INTERREGが 創設された。

1993年 まで:INTERREG I

国家の枠 で、鉄道道路網やエネルギー供給通信網が整備 されているため、たとえ地理的

には隣接 し連続 していて も、境界地域でイ ンフラが断絶する場合が多かった。国境がイ ン

フラの不連続点とな り、統一市場の発展を阻んでいた。

17 1993年 合 意 で は
、 共 同 体 主 導 に9%が 割 り当 て られ た 。 この時 点 で も、 欧 州 委 員 会 は 、9%を 徐 々 に

拡 充 して1999年 まで に15%に す る案 を 出 した が 、 加 盟 各 国 の 反 対 に 合 い 、9%に 据 え置 か れ た 。 そ れ が 、

翌 予 算 年度 の2000-2006年 で は 、5%に まで 圧 縮 され た(Allen,2000,256)。

18 空 間 計画 の実 験 A 場 と して、 先 進 的 取 組 みTERRAが あ る。



境界地域 に見 られるイ ンフラの不整合を解消するために、1990年 、構造基金の共同体主

導プログラムのひ とつとしてINTERREGを 創出、境界地域のインフラ整備 を資金面か らサ

ポー トするしくみができた。1990-93年 に31の 境界地域事業(う ち24が 内的境界)が 支

援の対象 とな り、総額10億ECUが 投入された。

1994-1999年:INTERREG II、INTERREG II C

INTERREGは 、1993年 まで、国境の統一市場へ与えるネガティブな要因を最小化す るこ

とを目標 としてきたが、1994年 以降、境界地域に一歩積極的な意味を見出 してINTERREG

を発展させた。

現在の欧州の国境線は、山脈の尾根のように地理的に明 らかで、過疎山間部 を走るもの

ばか りではない。オランダ、ルクセ ンブルグ、ベルギーの国境地帯は、平坦で都市が連な

る地域だが、文化的には複雑で線引きが揺れ動いてきた。 フランスとスペイ ンの国境 を隔

てるのはピレネー山脈だが、地 中海側ではカタルーニャという小地域が国境 をまたぎ、大

西洋側ではバスクが国境 に位置している。

これ ら国境 をまた ぐ小地域は、大国のはざまで揺れ動 いてきた歴史 を持って いる。EU

は、統一市場の発展を促す 目的で境界地域を重点支援の対象としたが、これは、境界地域

に位置す る弱小地域 を支援する効果 を伴 う施策で もあった。近代国家の中では端 に追 いや

られ、 くすぶっていた弱小地域のナ ショナ リズム を刺激 した。小文化圏は、EUと いう枠

を得て、国家 との関係 を薄めることができた。弱小地域 の言語や文化を尊重するマース ト

リヒ ト条約(1993年 発効)の 原則 とも符合 した。

EU境 界地域補助事業は、1994-99年 第2期 に入 りINTERREG IIプ ログラムとなった。第

1期 のインフラ整備 中心か ら、支援事業の対象が教育や福祉の分野にも拡充 された。ライ

ン川上流に位置す るアルザス地方は、地理的にも文化 的にもまとま りがあるにも関わ らず、

フランス・ドイツ・スイスの3国 に分断され、独 自の文化が埋 もれかけていた(宮 島、1997)。

INTERREG IIの 支援で、公共サービスが国境 を越 えて整備 され、文化的アイデ ンティティ

の発掘を促 した。

INTERREG IIに 移行 して予算規模 も大幅に増え、24億ECUと なった。第1期 では、境

界地域であってかつ経済的にハ ンディを負った地域(目 的1お よび目的2対 象地域)の み

が支援対象であったが、第2期 では、事実上境界地域であればどこで も支援 を受けられる

よ うになった。また、その後の東へ の拡大を視野に入れ、東との外 的境界にも力点が置か

れた。

EU境 界地域支援事業は、国境をまたぐ地域のハ ンディを軽減する目的で当初スター ト

したが、第2期 の途中1996年 か らさらに拡大解釈され、INTERREG II Cが 新設された。

INTERREG II Cは 、複数の国にまたがる広域圏育成 をよ り積極的にサポー トするものであ

る。INTERREG II Cな どEUの 支援 を受 けて いる広域圏の主な ものに、以下の7つ がある。

① 欧州中心首都圏:ロ ン ドンーパ リを結ぶ軸を中心 とした広域圏。フランス、イギ リス、

オランダ、ベルギー、ルクセ ンブルグ

② アルプスアーチ:フ ランス、イタ リア、スイス、オース トリア

③ 東欧

④ 地 中海 アーチ 中央地中海:イ タ リア、ギ リシア 西地中海:ス ペイ ン、フランス



⑤ 大西 洋 軸:ポ ル トガル、 スペイ ン、 フラ ンス、イギ リス 、 アイ ル ラ ン ド

⑥ 北海:イ ギ リス、 ドイツ 、デ ンマ ー ク

⑦ バ ル ト海:ス ウ ェー デ ン、 フィ ン ラン ド、 バル ト三 国、 ドイ ッ な ど

バル ト海圏が旧ハ ンザ同盟とほぼ重なるな ど、歴史的につなが りのあった圏域である(百

瀬ほか、1995)。 海か ら見た圏域は、海の覇権争いが核 をな した中世地図の再浮上を意味す

る。さ らに、 これ ら広域圏が欧州 の水系によるグルーピングにかな り近い。地中海、大西

洋、北海、バル ト海など。 また、それぞれ の海に注 ぐ水系に沿って、広域圏が想定されて

いる。その背景 には環境問題がある。「バル ト3国 で、実質的な地域協 力の動 きを見る こと

ができるようになった発端は、環境問題である」(志 摩、2001)。 欧州の大河川は東欧を上

流 とし西欧で海 に注 ぐものが多 い。国境 を越 えて環境対策 に取 り組 まなけれ ば改善 しない

問題が少な くな い。広域圏協力は、経済発展を目指すだけでなく、文化的な アイデ ンティ

ティの再生や環境改善を目的として統合的な視野で構想 されている。

TERRA

空間計画 につ いての先進的取組みとして、TERRA19が1997-2000年 に実施 された。TERRA

は、INERREG II Cの よ り実験的性格の強 いプログラムである。地理的あるいは構造 的特徴

を共有す る複数 自治体のネ ットワークを対象 とし、15プ ロジェク トが実施 された。互いに

経験 を交換 し合い、国境を超えて問題 を打 開しようとする試みである。共有す る特徴 とし

て、①沿岸地域、②河川流域、③砂漠化に悩 まされている地域、④利便性の悪い農村地域、

④ 自然 ・文化資源が脅かされて いる地域 、の4テ ーマが提示された(EC Regional Policy,

2000c)。

2000-2006年:INTERREG III A,B,C

2000-06年 の予 算年 度 に移行 して 、構 造基 金 の共 同体 主導 は縮 小 され ため に 、相対 的 に

は む しろINTERREGの 重 要性 が際 立つ結 果 とな った 。INTERREGは 現在 、共 同体 主導枠

で 最 も 重 点 が 置 か れ 、 共 同 体 主 導 総 額 の 半 分 近 く を 占 め て い る 。 2 0 0 0 - 0 6 年 の I N T E R R E G

は、次 の3種 に細分 類 され て い る。

INTERREG III A:国 境を含む地域を対象 とす るもので、1989年 にスター トしたINTERREG

を継承 している[図 1-7]。

INTERREG III B:Aを 拡大解釈 し、1996年 にスター トしたINTERREG II Cを 引き継ぎ、西

地 中海地域、バル ト海地域ほか11の 広域圏協 力を支援 している。

INTERREG III C:AとBが 地理的なまとまりのある地域を対象 として いるのに対 して、C

は地理的に必ず しも結び付きのな い地域相互の協力をサポー トす ることを可能 にした。現

加盟15か 国と次期加盟国地域相互の協 力を念頭 に置いている。

国民国家を尊重 した上でのEUで あるという特殊性か ら、全土 を面的に把握 して政策を

展 開す ることが極めて難 しい条件下、欧州委員会地域政策総局は、共同体主導INTERREG

をか ろ う じて 足場 と し欧州 全体 の政策 ビジ ョンを探 って いる。 こ こまで 述べ てき た

INTERREGの 強化拡充は、その足場をよ り堅固な ものにす る意義があった。

19 http://europa .eu.int/comm/regional_policy/innovation/innovating/terra/。



図1-72000-2006年INTERREGIIIAの 支 援 対 象 地 域(国 境 に 接 す るNUTS3地 域)

出 典:http://europa.eu.int/comm/regional_policy/



第2章 都市を対象とした政策の変遷、補助事例および意義1

本 章 で は、構 造基 金 を活 用 した補 助 プ ログ ラムの うち、1990年 代 に、EUレ ベ ルで都 市

部 を対 象 に限 定 した ものが どのよ うに拡 充 して いった か を記 述す る。EUレ ベ ルで都 市 部

を対 象 と して 明確 に意識 した プ ログ ラム には、2000-2006年 までで 、3種 、 計5期 が ある。

それ らは 、1989年 以 降の先 進 的取組 み のひ とつ と しての都 市パ イ ロ ッ ト事 業(Urban Pilot

Projects/以 下 、UPPと 表記、 第1期:1989-1993年 、第2期:1994-1999年)、 共 同体主 導

URBAN(Community Initiative URBAN, 1994-1999年 、2000-2006年)、 加 盟 国 主導 目的2都

市地 域(2000-2006年)で ある[表3,4,5-1:補 助 事業]。 これ ら都 市 部 を対象 と した補 助

金支 出 の 要件 と して、 サス テイナ ブル シテ ィの考 え方 が どの程度 どの よ うな かた ちで取 り

入れ られ て きた か を合 わせ て考察 して い く。

本章の考察の対象は、EUレ ベルで都市が明確に意識された ものに限 られるため、結果

的に都市部に向け られた構造基金 とは一致 しない点、留意が必要であ る。欧州都市の大規

模再開発エ リアや再生事業が進行 中の歴史 中心市街地 を訪れると、必ず といっていいほ ど

目に付 くのが、EUの マークである。事業内容を公告する看板や印刷物 には、青地に黄星

が輪を成すEUの 旗印が入っている。「ERDF支 援事業」 と明記されている。

これ らの事業の多 くは、EUレ ベルでは使途 を特定せずに加盟国に配分 され る分もあ り、

上 に掲 げた3種 計5期 に該当するとは限 らない。2000-2006年 を例にあげると、共同体主

導URBANが 構造基金の0.3%で ある。仮に加盟国主導 目的2の うち都市地域が1/3程 度を

占める とする と2、構造基金の3%程 度ある。共同体主導URBANと 加盟国主導目的2都 市

地域 を合わせて も5%に も届かない。他方、欧州投資銀行EIBに よると、地域開発向け総

融資額120億ECU(1994年 データ)の うち構造基金の約半分が都市部 に投入 されていると

いう(EC-Regional Policy, 1997c)。EIB融 資はERDFと セ ッ トで活用され る例が多いことを

考 え合わせる と、構造基金の約半分が都市部で使われて いると推測 できる。

1.2-4.共 同体主導URBANと 先進的取組みUPP

1993年 まで:先 進的取組みUPPI

欧州委員会の地域総局(第XVI総 局当時)が 、EUレ ベルの地域発展 にお ける都市の役

割 を意識 した政策 に踏み出したのは、1988年 ドロール1包 括予算で基金の倍増を含む地域

政策の強化が打 ち出された時点だった。 ドロール1包 括予算を受けた 同年のERDF規 則で

1本 章 は 、1998年 以 降 継 続 的 に補 助 事 業 関 連 ウ ェ ブ サ イ トで情 報 収 集 し 、2000年 秋 、地 域 政 策 総 局URBAN

担 当 チ ー フRニ ー ス ラー に行 った ヒ ア リ ン グ内 容 をベ ー ス に考 察 した(岡 部 、1999a,98-101;2003b,55-122)。

ニ ー ス ラー 氏 へ の ヒア リ ング;Nｉ ｅsｓｌｅr,R.ニ ー スラー,R.(10/2000)head of URBAN, DGRegional Pohcy，

European Commission,オ ー ストリア出 身.欧 州 委 地 域 政 策 総 局の オフィスにて:Brussels.

2加 盟 国 主導 に つ いて は 、EUレ ベ ル で は そ の 使 途 を把 握 で きず 、 各国 の 主体 性 に 任 され て い る た め 、デ

ー タ が 存 在 しな い。



確保 され た先進 的試 み の1%枠 を活 用 して 、翌1989年 に第1期 都 市パ イ ロ ッ ト事 業(Urban

Pilot Projects、 以 下、UPPと 表 記)を 立 ち上 げる。都 市 問題 を照準 と した初 めて のEU補 助

事業 で ある。

第1期UPP(以 下、UPPIと 表記)は 、90年 、 ロ ン ドン とマ ルセイ ユの2都 市 を皮 切 り

にスタ ー トす る。1991-1992年 に24都 市が 続 き、翌1993年 に7都 市 が加 わ り、計33の

UPPが 推進 され 、1億ECUが 投入 され た 。

UPPは 「社会的 ・経済的衰退、不十分な土地利用計画、歴史地区の荒廃、研究調査と開

発計画間の連携の不在、中小企業問題、工場跡地問題」な ど、幅広い都市問題の解決を目

指 した。UPPIは 、サステイナブル シティを表立って謳っていないものの、これ らの問題

はいずれもサステイナブル シテ ィへ向けて都市が克服すべき障壁である。

トファリデスは、1993年 以降のURBANロ ン ドンとマルセイユを事例 として取 り上げ、

EUレ ベル都市政策について論 じているが、彼女はその前座 として両都市でUPPIが 行わ

れ るよ うにな った 経緯 を関係者へ の ヒア リングな どか ら明 らか にしている(Tofarides,

2003)。 それ によると、当時の地域政策担当委員B.ミ ランの裁量で実験的にスター トした

といえる。1988年 のERDF改 革で基金が大幅に拡充され、構造基金主流の目的1お よび 目

的2地 域への拠出は増えた。目的1・2地 域の疲弊都市が結果的にその恩恵 を受 ける一方、

目的1・2地 域外で も局所的に同様の疲弊地区を抱える都市が少な くなかった。

ロン ドンはそうした都市の代表例だった。 トファリデスは、保守政権下で国か らの予算

が縮減 されていたイギ リス都市 の特殊事情に言及 し、1988年 以降、他のイギ リス都市の多

くが衰退工業地域 にあるため目的2の 補助金にありつくなか、ロン ドンだ けが取 り残され

る不条理が生 じた。国を介 して欧州基金 にありつ こうとする努力が実 らず、中央政府をバ

イパス して当時地域政策担当委員だった ミランに直訴 した。 ミランはイギ リス労働党出身

であったため、ロンドンの主張に理解を示 し、彼の政治的判断でERDF規 則10条1%枠 を

活用 して、ロン ドンのためにUPPを 創設 した(Tofarides,2003,55-57)。 ミランは、ロン ド

ンだけを特別扱いするのを避けたかったのは もちろんの こと、また、同様の立場にある都

市が多いことを認識 し、疲弊地区の問題が深刻だったマルセイユ をロンドンと同時にUPP

の対象とした。 これがきっかけ となって、UPPI対 象は33都 市まで広がった。

1994-1999年:共 同体主導URBAN

1993年 のマース トリヒ ト条約発効で、地域政策がステ ップアップしたのと同調す るかた

ちで、都市に対する支援事業 もUPPIか ら次の段階に入る。共同体主導のURBANと 先進

的試みの第2期UPP(以 下、UPPIIと 表記)で ある。

共同体主導URBAN新 設の背景 として、ル ・ガレは以下の点を示 している。

・J .ドロールの働きかけ

・ 当時地域政策担当委員のB .ミランが衰退工業都市問題を気 にかけていた こと(彼 はグ

ラスゴーの労働党の出だった)

・ 地域委員会の存在、環境総局の都市へ の関心の高 まり、北側 の加盟国が都市プログ ラ

ムに対 して極めて好意的だった こと(構 造基金か らの補助 を最大化できるため)

・ イギ リス ・オランダ ・フランスの都市政策の前例(イ ギ リスのシティチ ャレンジ政策

とフランスの都市契約contrats de villesがURBANプ ログラムの基礎 となった)



・1992年 以降 の欧 州議 会 か らの圧 力 、地域 政策 総 局 が監 修 した 調査 の影 響(特 に1992

年 に公 表 され た 「都市 化 と欧州 共 同体 にお け る都 市の 役割 」3)

・ パ イ ロッ ト的 実験 的 プ ロ グラムだ った 都 市パ イ ロ ッ ト事 業UPP、 「危 機 に直 面 す る地

区」 の結果 が広 く知れ 渡 った こと

・ ハ ビタ ッ トHabilatII国 連 会議(European Foｕndation for the Improvement of Living and

Working Conditions, 1996)

・Poverty3プ ログ ラム が更 新 され ず これ に代わ る プ ログ ラム が求 め られた こと

・ 国境 を越 えた 都市 ネ ッ トワー クの効 果 的 な ロ ビー活 動(特 にユ ー ロ シテ ィ、 政学連 携

が 良好 に機 能 して い る)

欧州委員会委員や各国代表、欧州 議会の中で、都市を政策課題 として強化することに同

意する人たちが結び付き、都市政策のかたちが少 しずつ見えてきた。第XVI総 局の留意、

ドイツの抵抗、南欧諸国 も当初は慎重な姿勢を示すな ど、拙 速な導入を戒める空気 もあっ

たが、都市再生のためのURBANプ ログラムは実施 に移 された。(Le Gal〓s,2002,101)

1994-1999年 共同体 主導URBANの 予算規模は8億ECUで 、EU域 内120都 市の事業が助

成対象 となった[図2-1]。

図2-1URBANI,IIの 実 施 都 市

出 典:http://europa.eu.int/comm/regional _policy/themes/urban_en.htm

3Parkinson ,M. Bianchini,F, Dawson,J., Evaｎs,R. and Harding, ん(1992)Urbanisation and the Functions of

Cities in che European Community筆 者 は 同 欧 州 委 員 会 文 書 を 直 接 入 手 し て い な い が 、 ほ ぼ 同 じ 著 者 ら に よ

る 同 時 期 の 著 書 が あ る(Harding et al, 1994)。



1994-1999年:先 進的取組みUPPII

また、UPPII(1996-1999年)で は、UPPIよ りも都市のサステイナブルな発展を目指

す ことが強調 され、はっき り意識されるようになる。段階的に試み られたUPPIと 異な り、

UPPIIで は地域総局が直接都市に呼びかけて革新的な手法の都市発展事業を募集 して いる。

応募条件は、加盟各国の都市であること。構造基金の99%4が 国を介 して決め られ交付さ

れるのに対 して、UPPIIは あ らか じめ国別の枠 を設定せず、都市の規模を問わず、自治体

のイニシアティブで応募できる方式をとった。第1期 の主旨を発展させて 「交通渋滞か ら

老朽化 した建造環境や経済不振まで幅広い都市問題に対 して、ハー ド面のイ ンフラ整備 と

環境 ・社会 ・経済支援 を連携させた都市戦略によ り、サステイナブルな発展 と市民生活の

質の向上をもた らす」革新的な試みが求められた。

0.6億ECUの 予算枠であ りなが ら503都 市が応募 した。プログラム内容 を審査 して採用

都市を26に 絞った。人 口5万 以上の都市はEU域 内で800あ ま りだか ら、 この反響は自

治体側の並外れた関心の高 さを示 している。同時に、欧州の都市問題がいかに深刻かつ共

通課題であるかを反映 している。

1都 市あた り複数年予算で平均2億 円程度の小 さい補助金であ り、補助率の平均が約50%

であるか ら1件 当た り事業費は4億 円程度にしかならず公民館ひとつ新設できないほ どの

額である。地域総局は、小額でも目に見える新 しい成果が出るように、補助事業の進め方

に腐心している。26事 業とも、都市の規模 を問わず、最 も深刻な都市問題 を抱えているエ

リアにターゲ ッ トを絞 り込 んでいる。施設整備な ど単発の事業は対象 とな っていな い。

UPPの 補助率 は、当該都市の位置する地域 によって異なる。構造基金の 目的1地 域の都

市であれば総事業費の75%、 目的2地 域は50%、 それ以外の地域は30%が 補助 される。

UPPIIに 見るサステイナブルシティ像

上述 のよ うに1989年 か ら2期 にわたるUPPと1994年 以降の共同体主導URBANの 経緯

を辿ると、EUに お いて初めてサステイナブルシティへ向けた基金による支援を明確に打

ち出したのは、UPPIIだ った といえる。次に、UPＰIIが どのようなプログ ラムを支援 しよ

うとしたかを具体的に見 ることによ り、どのようなサステイナブルシティ像がEUレ ベル

で共有されてきたかを考察す る。

UPP IIのための次の10の テーマが募集時に提示 された。

A大 都市および中都市の郊外で、前例のない手法を用いて都市計画的に改善する こと。

B中 都市において、文化的、歴史的な優位 を見 出し発展させること。

C歴 史 中心地区や衰退地区の再生。新規ビジネスを興す一方で、既存の生業(近 隣商店や

手工業な どの中小事業者)を 強化すること。職業訓練、建物の修復、環境改善、治安の向

上を同時 に進める こと。

Dか つての用途 を失 った市街地 に対す る取組み。新たな用途 に転換 し、現在求め られてい

る市民のための都市基盤 を提供する こと。鉄道や駅舎周辺の疲弊地区の利便性 を改善する

こと。

4構 造基金の9割 を占める加盟国主導のみならず、9%の 共同体主導についても、国別にとりまとめて

助成の承認を得るプロセスをとるため、EUレ ベルでは使途を限定するだけで、どのプロジェクトを採用

するかは、国に委ね られている。



Eマ イ ノリティに属す る人々を社会的 ・経済 的に取 り込むこと。異なる主体間のパー トナ

ー シップを確立 し、市民参加を促進 して、同等に社会参加できる機会を与える こと。

F公 共スペースや緑地を新規に整備す るな ど、環境 を改善すること。廃棄物処理や リサイ

クルな どに供する施設や レクリエーション活動の場となる施設を提供する こと。ク リー ン

なエネルギーを活用 し、エネルギー消費を減 らす こと。

G地 理的に不利な地域で、建築的社会 的に価値のある建物の保存 に取 り組む こと。

H公 共移動手段 と駐車場をネ ッ トワークで運営すること。経済的にハ ンディを負った孤立

した郊外地区から労働市場へのアクセスを改善す る開発戦略 を包括的 に行 うこと。

I情 報技術を駆使 して、都市機能 を改善 し経済発展を促す こと。

J先 進的な対策を実践するために組織 を見直 し、法的環境を整えること。

以下、具体例 をいくつか提示す る。

オランダのユ トレヒ トの事例 は、Bの 中都市の優位性を発掘す ることをメイ ンテーマ と

した。美術館を核 に近接する運河沿いの倉庫群 をギャラリーやショップな どに転活用 し、

観光資源 として再生させ るプログラムである。サブテーマとしてJの 都市戦略 を推進する

革新的な組織づくりに取 り組んだ。

ベルギーのブ リュッセルは、 ラ ・シャペル駅地区に対象 を絞っている。Dの 駅周辺の疲

弊地区の例で、移民や若年失業者が多い。鉄道駅 としての機能が低下 した旧駅舎を改築 し

てアー トセ ンター とし、ワークショップ、カ フェ、など若 いアーティス トの活動拠点に再

生させた。 レシクラー ト(リ サイクルアー ト)と 名付けられた事業で、失業中の若 いアー

ティス トらが、廃品を利用した作品や工芸品 をつ くり販売することを通して、彼 らの自立

を促す試みである。行政とは独立 した運営主体が担っている。C,D,E,Fを 統合 した手法を

試みている。

大都市郊外地区のサステイナブルシティ対策 としては、西アテネの例がある。利便性が

悪 く、失業者 ・移民が孤立化す る傾向 を強めていた地区に、ミニバスを導入 し、交通渋滞緩

和 と郊外の社会問題の解決を同時に狙った。Hの 事例である。

また、60年 代に建て られた低中層の集合住宅か らなる ドル トムン ドの郊外地区では、地

区における廃棄物処理とリサイ クルシステムの改善事業 を、ゴミ処理 システム改善だけで

なく若年失業者対策 と位置付けて いる。地区の環境問題と社会経済問題に包括的に取 り組

んでいる。FとEを 組み合わせ た事例 である。

いずれの事例 も、提示された10の テーマの複数を含み 「包括的かつ地域 に根ざ したアプ

ローチ」が示 されている点で共通 して いる[表2-1]。 また、技術的な解決よ り社会文化

的なアプローチで都市のサステイナ ビリティを高めていく試みが 目立つ5。EUレ ベルの限

られた都市問題向け補助金を、先端的な環境技術開発よ り社会文化的なサステイナブルシ

ティ対策 にまず優先的に振 り向けようという判断が うかがえる。

5わ が国で一般に了解されているサステイナブルシティ対策は、この10項 目のうちのFの 環境技術開

発が中心で、Hの 公共交通活用やIのII活 用どまりである。欧州に比べて、技術的な努力によってサス

テイナビリティを高める発想が強 く、社会文化的なアプローチが弱い。



表2-1UPPI補 助 事業 に参 加 した都 市 。各都 市で 重点 的 に取 り組 んだテー マ 。

出 典:EC-Regional Policy,1997d

2000-2006年:加 盟国主導 目的2都 市地域、 共同体主導URBANII

2000年 以降のEU予 算配分をめ ぐって、欧州委員会 と各国間に困難な交渉のプロセスが

あった ことは前節で述べた とお りである。構造基金が実質的に圧縮 されるプロセスで、都

市 という領域が どのよ うに議論 され 、2000-2006年 予 算で、 前予算年度 の共 同体主導

URBANや 先進 的取組みUPPが どのように引き継がれて いったかを以下に考察する。

共 同体主導URBANだ けを見 ると、2000年 の前後で6,7年 間の予算額が8億ECUか

ら7億 ユー ロに減っている。また、1990年 代 に2期 にわた って実施されてきたUPPが な

くな っている。 このように、同 じ種 目だけを機械的に比較すると、都市に対する重点の置

き方は弱まったと理解できる。 しか し、中身 を見ると、そ うとは言い切れない。

1998年 の欧州議会で予算問題が審議された とき、共同体 主導URBANが 議題に上がった。

予算シェアでは微少であるにもかかわ らず、都市がクロー ズア ップされたことは注 目に値

する。現在 の構造政策の根幹を成す 目的1地 域 と目的2地 域 を対象 とした補助金の多 くが

都市部に投入 され、実質的に都市の経済発展が格差是正の原動力となっているという見方

である。地域政策 における都市の重要性では、欧州委員会側 と加盟各国側で意見の一致が



見 られ た。

構造基金の配分調整のプロセスをみると、前予算年度の先進的取組みUPPIIが1ラ ンク

上の共同体主導URBANIIに な り、前予算年度の共同体主導URBANも1ラ ンク上にスラ

イ ドして、加盟国主導 目的2地 域に統合 された と解釈できる。加盟国主導 目的2地 域のひ

とつに都市地域が明言されたことは、EUレ ベルの都市対策 を考える上で大きな意義があ

る。UPPに せよURBANに せよ、試験 的に運用 されていた補助金であったため、ターゲッ

トエ リアではそれな りの成果を上げつつ も、都市全体のサステイナ ビリティに貢献するス

ケールのプログラムではなかった。

目的2地 域に都市が入った ことは、初めて都市がEUレ ベルの地域政策の主流に組み込

まれた ことを意味する。そ もそ も目的2地 域は、マース トリヒ ト条約 を受けて衰退工業地

域を対象 としたものとして1994年 にスター トした。この時点ですでに暗に都市問題をイメ

ージして創設 された痕跡がある。欧州委員会 としては、マース トリヒト欧州理事会に、衰

退都市(urban decline)地 域 という性格付けを提案 したが、受け入れ られず、1994-99年 予

算では衰退工業(industrial decline)に 落ち着 いた経緯がある(Tofarides,2003,62-63)。2000

年以降に衰退農業地域(旧 目的5a)を 吸収。さらに2000年 以降、都市地域を加えて、「経

済 ・社会構造転換 を必要とす る地域」に統合された。実質的に都市再生に効 く補助金規模

にや っとなったと解釈できる。

例えば、オランダは、1994-1999年URBAN補 助 を受けて実施 したアムステルダム疲弊

地区都市改善 プログラムの経験 を、2000-2006年 加盟国主導 目的2都 市地域に発展させて

いる。オランダ9都 市11地 区で同種の都市問題解決に取 り組んで いる。実質的には都市向

けの基金枠は10倍 以上に増えた ことにな る。また、URBANIIは 、URBANIの 延長 という

よ り、内容的にはUPPIIの 予算規模 を拡大 して継承 しているといえる。URBANIが 人 口

10万 人以上の都市を対象として いたの に対 して、URBANIIは 、人 口2万 人以上(例 外的

に1万 人以上も可)と なった。

EUレ ベルで助成対象 となる都市再生事業は、先進的取組みUPPか ら共同体主導URBAN、

URBANか ら主流の目的別地域整備助成の 目的2地 域へ と確実にステ ップアップするにつ

れて、予算を拡充 してきた経緯がわかる。反面、都市 とEUの 直接のパイプが薄れる方向

にある点が見逃せない。都市地域が 目的2に 組み込まれるということは都市再生が加盟国

に再配分 される枠を通 して国家予算 に統合 され補助されることを意味する。

つま り、2000年 を転機 に、都市は名を捨てて実を取るかたちで、EUレ ベルの地域政策

における比重を高めた といえる。

URBAN、UPPに 対する評価

EUレ ベルの都市向け補助金 は、EUや 各国の意図 した とお り、都市再生に役立ったのだ

ろうか。①事業の直接的な成果、②都 市全体の再生への貢献度、③EUレ ベル に及ぼ した

効果、の3つ のレベルで評価 を試み る。

2000-2006年 のURBANIIは 、進行 中の事業なので結果 を評価できる段階ではないが、

これ も含めてそれぞれ2期 にわたるUPPとURBAN延 べ4期 の実例 をあげなが ら、成果と

その課題 を上述の3つ の レベルに分 けて考察 していく。

①事業の直接的な成果-新 たな都市再生手法を開発できたか



第1段 階は、URBANとUPPの 主 目的である新 しい都市再生の手法を開拓 し、類似の問

題を抱える都市にとってモデル となる事業 となったか どうかである。

1件 あた りの補 助額 は微 少で あ る。1件200万 ユ ー ロ弱 のUPPに 始 ま り、2000年 以 降の

URBANIIで も1件 あた り1000万 ユ ー ロ どま りで ある。反 面 、制 約 を付 けて局 所重 点投資

を実 現 させ て いる。URBANIIの ターゲ ッ トエ リアは、最 大の ヘ ッ トン&マ ー トン(英)の

例 で60km2で 、最 小 のオ レンセ(ス ペイ ン)で0.5km2と 限定 され て い る。1件 当た りのタ

ーゲ ッ ト人 口は最 大が ア ムス テル ダム(オ ランダ)の6 .2万 人 で最 小が アマ ドラ(ポ ル ト

ガル)の1万 人 であ る。総 額 は小 さ いが 、一 人当た りの補 助 額 は320ユ ー ロ とな り、構造

基金 の主要 部分 であ る 目的1や 目的2よ りも濃 い支援 を可能 に して い る(EC-Regional Policy,

2002)。

しかも、その都市で最 も解決の難 しい地区をターゲ ッ トとし、住民を巻き込 んで、経済、

環境、社会問題 に対する統合的なアプローチが求められた。EUは 、厳 しい条件設定で、

遠隔操作なが ら、意図 したところにお金を使おうとした。

自治体は、補助金 にあ りつ こうと必死で、 これまで問題が難 しすぎて手に負えずつい先

延 ばしになって いた都市問題を直視 し、知恵を絞って小額でも効果がありそ うなユニー ク

な手法で競い合った。

以下に、新たな都市再生のアイデアをいくっかあげる。

URBANIの オポル トは、産業振興 と雇用創出のために、動 く職安 ともいえる 「雇用バス」

のアイデアで補助金 をものにした。路線バスを待合室 と事務室の2室 に改造 した。常設に

比べて施設費だけでな く人件費 も抑えられた。失業者が目立つ場所 に出向 くため、職探 し

をあき らめている長期失業者の実態を把握するのにも役立った。「雇用バス」は失業者の自

発的なネ ッ トワークづ くりを促 した。URBANIバ ダロナ(ス ペイ ン、バルセロナ郊外)は 、

学校教育の ドロップアウ トに目を付け、社会的排除を水際で防ぎ社会的コス トを低減する

取組みで評価されている(EC-Regional Policy, 2000e)。 第7章 で取 り上げるスペイ ンの ビル

バオや本章で後述するイタリアのいずれの事例も、南欧の都市的特性からユニークな都市

再生手法 を編み出す ことに成功 している。

同じくURBANIの ウィーンで展開されたRUSZ6プ ロジェク トは、洗濯機 を修理する仕

事 を普及 させることで、家電廃棄 による環境問題の低減 と長期失業者の雇用の一石二鳥を

ね らった。対象 となった45歳 以上の長期失業者が再び仕事を得るステップとなった。廃棄

され る洗濯機が減っただけでな く、新品よ り2割 程度安 い中古の洗濯機が出回 り購買力の

低 い市民も洗濯機を入手できるようになった。また、修理不可能な洗濯機 は分別解体 し、

有害物質 を除去 して再資源化 して いる。これが、経済 ・環境 ・社会の統合的アプローチの

北ヨー ロッパモデルの典型的な例である。

小額かつ条件が厳 しい補助事業だったためにかえって、現実的でユニークな手法が開発

されたといえる。

②都市全体 の再生への貢献度

第2の 評価軸は、① で直接的な成果 を見たのに対 して、よ り間接的な効果 についてであ

る。先述のように、URBAN、UPPと もに、補助金規模が小 さく、都市全体の再生に貢献

6 Reparatur und Service Zentrumの 頭 文 字 を 取 っ た 略 称 。 修 理 サ ー ビ ス セ ン タ ー の 意 。



することを目的 として いない。UPPIボ ブラ 〈事例1〉 のように例外的な小都市の ケース

を除いて、都市再生の中核にはそ もそ もな りえない。側面支援 というかたちにとどまるが、

都市全体の再生に どの程度貢献 してきたのだろうか。

第1の 貢献は、都市再生の足 を引っ張っていた重荷 を軽減 したことである。マ ンチェス

ター、 リバプール、バーミンガムな どイギ リスの多 くの都市や ドイツのルール地域の都市

な ど、重工業 に依存 しすぎた都市経済が破綻 し、失業が慢性的な社会問題 となって いた都

市 にお いて、 これ らの問題が集約されて いる地区にターゲッ トを絞った補助金は有効だっ

た。この点では、URBANとUPPに 加え、1999年 までの共同体主導の衰退工業地域 を対象

とした プログラムが複数あった。また、現在の目的2や かつての旧目的2の 衰退工業地域

のほうが、補助規模が大きくよ り大きな貢献 をしてきた といえる。

第2は 、社会的な二極分化の是正である。進行中の都市再生では市場原理を活用 した新

自由主義的手法が一般的だが、マーケッ トまかせにすると競争力は効率的に高 まるが同時

に社会的分極化 を助長する。

都市再生の成功例 として もてはやされて いるビルバオで も、第7章 で具体 的に見 るよう

に、都市再生の看板事業であるグッゲ ンハイム美術館が予想を上回る効果 を発揮 して も、

自動的に疎外 された都市のブラックホールであるラ・ビエハ地区の浮揚にはつなが らな い。

それ どころか、都市再生で利益 を得る市民が出ることで、相対的な分極化 はかえって深 ま

る。EUレ ベルの補助 は、都市再生の花形事業の片棒を担ぐほうに向かっていな いことに

注 目すべきである。マーケッ トにできることはマーケッ トにまかせ、自治体にできること

は自治体 にまかせた上で、EUは 難題を抱えて孤立化を深める地区と市民を明確なターゲ

ッ トとしている。社会的な結束 を高めるには微力すぎるが、それで も分極化 を少 しは抑制

する力にはな ってきた と考え られる。

③EUレ ベルに及ぼ した効果

最後 に問われ るのは、EUレ ベルで都市問題 と取 り組 んだことの意義があったかどうか

である。

EUサ イ ドが期待 している第1の 効果は、欧州市民がEUの かたちある貢献を実感できる

機会 となることである。そのために、URBANIか らURBANIIへ と発展する過程で、パー

トナー シップの原則を強調する傾向が見 られる。共同体主導 とは これ まで名ばか りの面が

否めず、国が窓 口となるため、国の都市政策 の体制いかんでは、国またはそ の出先機関が

各都市のプログラム内容 を決めている場合が少なくなかった。これに対 して、URBANIIで

は、地方分権化が進展 し、80%以 上の対象プログラムで、市当局がプ ログラム内容の策定

に関与 している(EC-Regional Policy,2002)。

第2は 、URBAN、UPPが 地 域 間 不 均 衡 の 縮 小 に 一役 か っ た 点 で あ る 。URBANI

(1994-1999年)は 、目的1地 域(地 域GDPがEU平 均の90%以 下)お よび 目的2地 域(衰 退 工

業地域)の 都市 を重 点 的 に支 援 して きた。URBANI対 象 の118都 市 の うち、57%が 目的1

地域 に あ り、27%が 目的2地 域 にある。

EUは 域内 に南北問題を抱えている。北は南に対 して経済的に優位にある。マース トリ

ヒ ト条約から通貨統合に向けて、新たに結束基金を導入 し経済 レベルの低 い国の底上げに

力を入れてきた。 しか し、結束基金は国単位(GDPがEU平 均の75%以 下)の ためイタ リ

アは該当しない。イタ リアは国内南北間格差が大きく南イタリアがEU全 体の足を引っ張



っているところがあった。 ローマ以南のイタ リアはマフィアの地盤で、経済発展政策が届

きにくいという特殊事情 も重なっている。都市を牽引役とした地域振興策は、都市文化の

伝統ある地域特性 を活か した手法 として、南欧都市で 目に見える成果 を上げた 〈事例2〉 。

他のEUレ ベルの補助金 と違うURBANとUPPの 特徴のひ とつは、経済の疲弊や失業問

題が深刻な都市だけでなく、経済発展の比較的順調な都市のサステイナブルな発展の試み

を支援す る数少ないツール となっている点である。このメ リッ トが重視され、URBANIIで

は1/3が 目的1,2対 象地域外の都市に当て られ、URBANIと 比べてその割合が倍になった。

地域単位でみれ ば失業や産業疲弊の面でEU平 均 を上回る水準で も、欧州の大都市の多

くが問題の濃縮された地区を抱えている。ブ リュッセルは、都市全体 の失業率が10%程 度

で欧州平均並みだが、南駅 と中間駅付近には失業率が35%に のぼる地区がある。このよう

に、地域で均せば問題が突出 しないが局所的な問題地区を抱える都市は、目的1,2の 対象

地域の外にあ り、構造基金の主要政策の網の目か らもれて しまう。それを補 うのも共同体

主導URBANや 先進的取組みUPPの 副次的な役割のひ とつである。

目的1,2対 象以外の相対的に問題の少ない都市におけるURBANやUPPの 事例には、ICT

を活用 した先進的な試みが 目立つ。UPPIIヘ ル シンキでは、遊休化 していた近代建築 を活

用 して、ICTを 積極的に導入 しメデ ィアセ ンターを創設 した。URBANIIア ン トワープでは、

工場跡地 を緑地とICT関 連企業や環境産業 に重点 を置いた ビジネスパークとして再開発す

るプログラムがある。

2000年 以降、EUレ ベルの構造政策で、開発の遅れた地域の底上げばか りでなく、ICT

活用のモデル手法 を開発 していくべきだ とする主張が、拠出側の国の間に強まっている。

拠出国にも構造政策の直接的恩恵 を期待す る声を受け入れて、2000年 以降、先進的取組み

の枠は、ICTを 活用 した地域開発(e-Europe事 業ほか)に集約された。URBANIIに も類似の

役割が期待されて いる。

1.2-5.URBANとUPPの 事 例

〈事 例1〉UPPIボ ブ ラ ・デ ・リリェ ッ ト7

スペイ ンの ピレネー 山間 、人 口1,400人 の まち ラ ・ポブ ラ ・デ ・リリェッ ト(以 下 、ポ ブ

ラ)は 、UPPI支 援 対 象33自 治 体 の うち 、もっ とも小 さい まちで ある。共 同体 主導URBAN

には支援 を受 け るた めの都 市人 口の下 限(URBANI:10万 人以上 、URBANII:原 則2万

人以上)が 定 め られて いるが、UPPに は条 件 がな い。

ポブラのUPP支 援事業の予算総額はわずか20万ECUで 、 うち36.7%を 欧州基金が補

助 している。戸建住宅がやっと一軒建つ程度の額で しかな いが、山間の町 にとっては、欧

77ポ ブ ラ ・デ ・リ リェ ッ トUPPI事 業 につ い て は
、2000年 春 に 事例 調 査 を行 った 。 町 役 場 で 関 連 資 料

を収 集 し、J.カ サ ノヴ ァ町 長 を初 め 、 旧セ メ ン ト工 場 を活 用 した 乗 り物 博 物 館 の 担 当 者 、 職 業 訓 練 校 の 担

当 者 、 マ グ ネ シ ア 泉 の 庭 園 を 管 理 す る 住 民 代 表 ら に ヒ ア リ ン グ し た 。 ポ ブ ラ で の ヒ ア リ ン グ ; C a s a n o v a ,  J .

カサノヴァ,J.(04/2000)alcalde, ajuntament de La Pobla de Lillet,町役場にて:La Pobla de Lillet.およびPujals,

E.プ ジャル ス,E.(04/2000)electrodomestics,乗 り物 博 物 館 ・職 業 訓 練 所 にて:La Pobla de Lillet.住 友 財 団助 成

環 境研 究 の 一 部 で あ る 。(岡 部 、2000a;2003b,80-87)



州が共有す る都市問題解決に向けた実験 の場に選ばれただけで大きなバネとなった。町長

は、ブ リュッセルで開かれた 『中山間地 問題 とEU地 域政策 』シ ンポジウムでポブ ラの経

験を紹介す るな ど、ポブラは山間の小都 市の実験的試みで欧州に知 られるようになった。

ポブラは、ピレネー山脈の 自然に包 まれたのどかな行 まいの まちである[図2-2]。 平

日は、町 に住む老人たちが広場 を行き交う程度で、人影 もまば ら。一転 して週末にな ると、

都会の若者が、街道沿いの店(バ ール)に 集 う。ピレネー山中には 「昔は農村、今は別荘

村」というところが多い。ポブラも一見その典型だが、実は20世 紀前半、工業で繁栄 した

町だった。今でも、豊富な水を生か してパルプ ・繊維な ど17の 事業所が稼動 し、就労人口

比率で42.9%(1996年 時点)が 工業に従事 している。

ポブラ近郊のセ メン ト工場が、150kmほ どの距離 にある大都市バルセ ロナ建設にセメン

トを供給 してきた。クロッ ト・デ ・モロと呼ばれたこの工場は、1904年 に操業 を開始 して

以来、半世紀以上、アスラン ド社の主力工場だった。しか し、1970年 代マ ンレサに近代設

備 の新工場が建設され、一九七五年 に閉鎖に追い込まれた。基幹産業を失い、1930年 代の

ピー ク時には3000人 近 くまで増えた人口は、現在半減 して いる。住 民の3/4が 雇用対策強

化を求めるな ど、衰退工業による都市的な問題を抱える町である。

ポブラは、産業遺産 を活用 し、雇用を創出して地域産業基盤の多様化 を図るプログラム

でUPP支 援 を申請 した。初期セメン ト工場の廃嘘、狭軌鉄道、工場主館 の庭園(ガ ウディ

設計)の3つ の近代産業遣産が柱 となっている。

図2-2 ボ ブラ ・デ・ リリェ ッ ト全景

アンティーク車両復元で職業訓練

職業訓練の プログラム としては、 かつての狭軌鉄道の車庫 で錆付 いて いた機 関車 と貨

車 ・客車 を教材に してアンティーク車両の修復技術習得 を目指 し、そ の成果 を展示する乗

り物博物館を計画 した。乗 り物博物館 には、セメント工場の廃嘘 の うち、比較的保存状態

のよい部分を修復 して当てた。

かつてまちを支えた産 業の残骸に新たな価値を発掘 し、雇用 を生み 出そ うという独自の

発想が評価 され、UPP事 業に採用された。成功すれば、工業疲弊に苦 しむ中山間地の類似

地域 にとって応用可能な、先進的な実験 となる。

職業訓練校では、朽 ちるままにな って いた狭軌車両を再び動かせ る状態 にす る過程で、



金属加工、木工、塗装、電気設備な ど、一連の技術 を学んでいく。生徒20人 程度 に対 して

教師は四人、最長三年在籍す ることができる。

一般的に職業訓練が単一の職能 を磨 く傾向にあるのに対 して、 ここでは状況によって複

数の専門技術を使 い分 ける能 力を身につけることができる。それが雇用市場での競争 力と

な り、修了後ほぼ全員が地域の職場で働 いている。

欧州基金が支援する地域雇用政策(Employmentな ど)は 、IT関 連 と並 んで建造物やア

ンティー クな どの修復 を通 して技術者を養成するプログラムが 目立つ。大都市のイ ンナー

シテイの住人の場合、移 民や一度 も職 に就 いた ことのない長期失業者が多 く、社会文化的

に多重苦 を抱えている。IT研 修が必ず しも有効な失業対策 にはな らない。福祉 に依存 し

きった生活か ら脱 して 自活への第一歩 を踏み出すためには、ローテク技術のほ うが現実的

である。技術の専門分化が進む一方で、いくつかの仕事をひと通 りこなせる人材が不足 し

ている。修復の実習を通 して実用的な技術 を複数身つければ、就業のチャンスが広がる。

ボブラの職業訓練施設 は、車庫でぼろぼろになって いた車両に始ま り、今では欧州 全域

からアンティーク車両の復元依頼が来ている。復元 を待つ車輌在庫が増える一方で、仕事

がなかなか追 いつかな い。訪ねた時 には、戦時中に活躍 した というロシア製 と日本製の ト

ラックが哀れな姿で復元 を待ちなが ら仲良く並んでいた。

旧セ メント工場の一部 を補修 して生まれた乗 り物博物館 には、 ここを走って いた貴 婦人

のよ うな機関車をは じめ、めず らしい乗 り物が展示されて いる。 トラックを改造 して レー

ルの上を走行できるようにした奇妙な乗 り物や、伝染病予防のための薬剤散布車などもあ

る。山間ツー リングの途 中で立ち寄 った若者たちが熱心 に見学していた。職業訓練の成果

品が町の新たな観光資源 になれば一石二鳥である。観光客が増えれば、地域の雇用を創出

する間接的な効果も期待できる。

セメン ト工場廃嘘、狭軌鉄道、ガ ウディ庭園

セメン ト工場本体 も、貴重な産業遺産である[図2-3]。 初期セメン ト工場は、最新設

備の工場 と比べて環境 にや さしい。ポブラのセ メント工場は、5000m2の 規模でセ メン トの

石灰石の原石山の斜面 につ くられて いる。14の レベルか らなる階段状で、上か ら原料 を投

入 し、自重を利用 して下 ろす。 いくつかの工程を経て、最下部(現 在の乗 り物博物館)で

製品のセメン トとなる。川を渡って貨車 に積 まれ、都市へ と運ばれていった。自重を利用

しているため動力消費は少なく、電気 も下を流れる リョブ レガッ ト川の水 力による自家発

電でまかなっていた。

ポブラUPPで 、セメン ト工場 と狭軌鉄道に並ぶ もうひとつの柱は、ガウデ ィ設計のマグ

ネシア泉の庭園である。

ポブラはリョブ レガッ ト川の上流の町である。 リョブレガッ ト川はバルセ ロナまで流れ

て地中海に注いでいる。水量の豊富な リョブレガット川沿いには、19世 紀末か ら20世 紀

初めにかけて産業 コロニアが多数建設された。ポブラはその最上流の産業 コロニアである。

これ ら産業 コロニアには、R.オ ーエ ンの理想社会主義の影響を受けて、工場を中心 とした

コミュニティをっくる発想があった。労働者住宅、学校、教会な ど諸施設が建て られた。

しかし、時代が下るにしたがって、オーエ ン理念の根幹 にあった共同経営の思想は薄れ、



工場主の館が際立つ産業コロニアが増えて いった。マグネ シア泉の庭園も、当時の産業コ

ロニアの断片でアルティガス工場主館付属の庭園である。 この庭園は荒れ果てて忘れ去 ら

れて いたが、近年ガウディの関与が判明 し、観光資源 として にわか に注目され るようにな

った。UPPプ ログラムに庭園の復元が盛 り込 まれ、すで に往時の姿 を取 り戻して いる。グ

ロテスクなほど奇想に満ちた意匠で、産業革命で財を成 したブルジ ョアの勢いが感 じられ

る。町内で管理会社が組織され、植栽 を含めた 日常的な メンテナンス にあたって いる。入

場料 を収入源 として、独立採算で軌道 に乗 りつつある。週末 には入場者が300人 に達する

という。

狭軌鉄道は本来、マ ンレサ を経由 してバルセロナに通 じていた。 しか し、途中にダム湖

ができて線路の一部が沈んだために、廃線 となった。マ グネシア泉 の庭園は、狭軌鉄道の

ポ ブラの町入 口とセメン ト工場を結ぶ4km区 間の中間点に位置す る。今ポブラでは、町の

入 口か ら先の4km区 間で復元 した車両を観光用に走らせる計画が進んでいる。実現すれば、

職業訓練の教材で復元 された車両が観光客 を乗せて走ることになる。 さらに職業訓練の一

環で、観光用鉄道 を維持 していくこともできそうである。

ポブ ラUPPは 助成額では1,000万 円にも満たない。 しか し、町発案 の知恵でEUレ ベル

の補助を獲得 したことがまちお こしの引き金 となった。町は上位の県や州に積極的に働き

かけ、様 々な共同事業 を立ち上げて新たな発展の方向を見出 しつつある。ポブラは、町の

規模が小さかったことも幸いし、UPP参 加 をきっかけに、町全体がよい方向に転がり出 し

た稀有な好例である。

図2-3斜 面を利用 した旧セメン ト工場(現 乗 り物博物館)と 旧狭軌鉄道操車場(手 前)

〈事例2〉URBAN南 イタ リア諸都市

シラクサ

シチ リア島のシラクサ(人 口12万 人)は 、URBANIの 助 けで再生を進めた都市の1例



である。ギ リシア時代にはアテネ に次 ぐ大都市でアルキメデスを輩出 したまち としても知

られ る。だが、カルタゴ侵攻以後、歴史の表舞台か ら消えた。産業誘致政策でシチ リアに

重工業が進出したが、1980年 代後半か ら国際競争力を失って失業者が急増 した。シラクサ

も郊外に衰退工業を抱えている。ギ リシア時代の遺跡は これまでも観光客 をそれな りに集

めてきたが、地中海 に半島状に突き出 したオルティジア島歴史市街地は崩れるにまか され、

住人たちはオルティジア島か ら離れていった。

URBANIで は、都市再生の対象を50haほ どのオルティジア島に絞った。現在 、5,500

人ほどが居住 しているが、1970年 には12,000人 、1960年 には23,000人 が住 んでいた。歴

史 中心市街地は、市街地の他の部分 と2本 の橋でつながっている。水路で切 り離されて地

理的に孤立 しているため に人口が流 出し、島ごと見捨て られかねない状況にあった。居住

人 口が高齢化 し、教育 を受 けない子 どもが増え、失業率は30%強 にも及ぶ。麻薬が蔓延 し、

犯罪が多発するようにな った。

このように多重な社会的、文化的問題を抱えて いるとはいえ、歴史市街地の文化的価値

は高く、観光資源 として潜在的な可能性を秘めていた。URBANIで は、市街地の建造環境

を修復再生する事業と失業対策な どの社会政策 とを統合して取組むことで、歴史市街地 を

観光資源 として育てよ うとした。広場や街路の公共空間、それにまちなみを構成 して いる

ファサー ドを修復 した ことによって、手入れを怠 っていた市街地全体が見違えるよ うに明

るく蘇 りつっある。あち こちの修復現場でEUロ ゴの入った看板を目にする。また、観光

客が安価で快適に歴史市街地 に滞在できるよ うに、民間をサポー トしてB&B(朝 食付き

の安宿)形 式の宿 を複数実現 させている。

オルティジア島URBANで 目玉のひ とつとなったのが市場の改築である。新市街地か ら

アクセスするメインの橋のた もとに公設市場がある。 トレン ト通 りにある公設市場では主

に生鮮食料品が商われて いたが、今回の改築でシラクサ観光の拠点施設として生まれ変わ

った。他方、食品市場は、屋内市場の四周を囲む通 りが露天市 とな り、午前 中は市民で大

いににぎわっている。朝市の喧騒を抜けて旧屋内市場に入ると、ていねいに修復され た明

るい中庭に出る。そ こはお しゃれな観光案内所と中庭にテラス席を設けたカフェバーにな

っている。

市政の混乱期でURBAN事 業は遅れ気味になったが、死 にかけていたオルティジア島に

観光客 を誘い込む戦略は予想以上の成果をあげている。相変わらず、道端 にただたむろ し

ている人たちの姿は多 い。だが、古代ギ リシア観光でシラクサを訪れ る人たちが、 シラク

サ発祥の地区であるオルティジア島を散策す るようにな り、気のきいた飲食店やみやげ も

のやが目に付 くようにな った。総事業費2,251万 ユー ロのうち約半分がEUの 地域 開発基

金と社会基金の助成だった。

コゼ ンサ

同 じく南イ タ リア都 市 の コゼ ンサ も、URBANの 成功例 と言 われ て いる8。 人 口10万 人

足 らずの歴史 都 市 に とってURBANが 都市 を活性 化 させ る起爆剤 とな った(Magrassi, 1999)。

8コ ゼ ン サURBAN事 業 に つ い て の ヒ ア リ ン グ;Adriano
,A.ア ド リ ア ノ,A(09-2003)architect, urban

cosenza, comune di Cosenza,市 役 所 に て:Cosenza



義務教育を放棄す る子 どもを減 らす対策 に重点が置かれ、就学状況の悪い地区に公共施設

「こどものまち」が整備 された。20を 超えるボランティア組織が旧市街を拠点 として活動

するようになった。メイ ンス トリー トのテレシオ通 りは、80%が 空き店舗で壊滅的な状況

だったが、歴史地 区の中小事業者支援が効果を上げ、150の 事業者がその恩恵にあずかっ

た。EUの 助成で、まちが フィジカル にお化粧直 しす るのは簡単である。 コゼ ンサの場合

はフィジカルな改善に加えて、URBANの ね らいどお りに地区の経済活動が息 を吹き返 し、

市民の自主的な活動 も育ってきている点が評価 されている。

ナポ リ

ナポ リは、南イタ リアを代表する都市である。後述す る都市実態調査によると、欧州主要

都市の大半では地域全体の失業率のほうが都市部の失業率を上回っているが、ナポ リでは

逆転 していて都市部の失業率が異常 に高 い[図2-4]。 都市問題に対処できずにいる証で

ある。ナポ リにとって製鉄業のイタルシデル社が重要な産業だったが、閉鎖 されて以後、

高い失業率に悩 まされてきた。経済的に低迷 しているため、都市の基盤整備が不十分で深

刻な交通問題 を抱えて いる。

ナポ リもまたURBANIの 対象となったイタ リア16都 市のひとつである。総事業費 とし

てはシラクサ とほぼ同じ額が投入 されたが、ナポ リは100万 人を超える規模の大都市であ

る。その効果が限定的にな るのはいた しかたない。URBANナ ポ リは、市内で最 も疲弊の

度合いが深刻な2地 区を対象に選 んでいる9。スパニョー リ地区とサニタ地区で ある。両地

区合わせて面積は1,680haで 、53,500人 程度が住んで いる。失業率は42.8%。

建物の老朽化が 目立ってきた ところに、1980年 の震災が追い討ちをかけ、半壊 したまま

人が住めずに放置 された建物が依然 として残って いる。すでに過密状況にあった市街地で

廃嘘 と化 した建物が増え、なんとか住める数少な い建物 に高密度に居住する現象が起き、

住環境が一段と悪化 していた。 まちとして の秩序が乱れ、公道にソファを持ち出して青空

の下の居間とす るまでになって いた。危険な地区のレッテルを貼 られ、日本のガイ ドブッ

クにも立入 りを戒める注意書きが添え られて いる。地区住民以外は立ち入 らな くな り、疲

弊に拍車がかかっていた。

ナポ リ市は、疲弊の悪循環を断ち切るべ く、まず、スパニ ョー リ地区の老朽化 した建物

を一軒修復 してURBAN事 業のための分室を開設 した。スパニ ョー リ地区はナポ リの 目抜

き通 りである トレ ド通 りに接 しているが、スパニ ョー リ地区に足を踏み入れ る人は少ない。

「トレ ド通 りを往来する人たちをいかにしてスパニョー リ地区に誘い込むかで、知恵を絞

った」 と担当者 は言う。 トレド通 りか らスパニ ョー リ地区は高台にな って いる。坂の上 に

明るい照明を付けるな ど、人目を引 く仕掛けやイベン トをいろいろ考 えてスパニ ョー リ地

区を囲む見えない壁を取 り払お うとした(Morlicchio e al, 2002)。 文化 的価値のある建物か

ら優先的に修復を進めている。そのひとつが こぢんま りとしたホテルに生まれ変わった。

食料品や 日用品 を売 る店が少 しずつ活気 を取 り戻 し、 まちの営み が復活 しつ つある。

URBAN事 務所を訪ね、話を聞 くと、「この建物の中で話 しているより、実際 に地区を歩い

9ナ ポ リURBAN事 業 に つ い て の ヒ ア リ ン グ;Pｕlli
,G.プ ッリ,G(03/2002)comune di Napoli,在 ス パ ニ ョー リ

地 区URBANオ フィス に て:Napoli.



て説明 しましょう」 と担当者に言われた。他者が関心を持って地区を歩いていることが、

疲弊地区再生への最大の貢献だということのよ うである。

URBANは 、環境 ・経済 ・社会文化 を統合 した都市再生手法の実験だ と言われている。

しか し、画期的な巨大事業ではな い。実際の事例 を見ると、一見 ささやかに思われ る知恵

が、時 として いかに重要な役割をはたす かを思い知 らされる。特 に南欧都市の場合、第1

の 「環境」 とは先端技術 を駆使 して都市環境問題を解決する というアプローチ とはほ ど遠

く、ほ とん どが建造環境 の再生を意味している。また第2の 「社会文化」 とは、疲弊地区

の社会文化的な疎外状況を改善す るために、他地区に住む市民がで きるかぎ り地区を訪れ

る機会 を増やす ことである。

ナポ リは1990年 代後半にバ ッソリー ノという名市長(現 カンパーニャ州知事)を 得て、

市民があき らめきって いた都市問題に解決の糸口が見 え始めてきた。南イ タ リア都市の中

でも、パ レルモの旧市街 と並んで物騒な地区として悪名高かったスパ ニョー リ地区は、EU

のURBANプ ログ ラムが触媒となってわずかなが ら改善 に向かお うとしている。

図2-4 都 市 別 の失 業率(都 市 実態 調査 よ り)出 典:Niesslar, 2000

バ リ

A.バ ルバネ ンテ とC.テ デス コは、バ リの事例を中心に共 同体主導URBAN補 助 プログラ

ムにつ いて研究 し、「1994年 に欧州委員会によ り創設された共同体主導プ ログラムURBAN、

および これを継承 した2000年 以降のURBANIIに 対 して、イタリアでは、反響が広がった」

と述べて いる(Barbanante and Tadesco, 2002)。 その理由として、第1に 「多 くの自治体が

地区べ一スの都市再生プログラムに初めて取 り組む経験 となった こと」、第2に 「イタリア

の担当省 も1990年 代 に都市再生を重点課題l0と したところで、国内の新 しい都市イニシア

ティブの 『シーズ ン』 と合致 した こと」、第3に 「『統合的アプローチ』な どの新 しい都市

イニ シアティブの手法が、国内で試み られ始 めていた ことよ りURBANの ほうが複雑であ

った こと」の3点 をあげている。すなわち、国内で問題意識の高 まって いた課題に実験的

な手法 を導入す るのにタイミングがよく、URBANは 効果的だった といえる。

10イ タ リ アで は 、1994年 か ら都 市 再 生 プ ロ グ ラム(Priu/Programma dai riqualificazionｅ urbana)が ス タ

ー トし159都 市 で 実 施 され た 。1998年 都 市 再 生お よ び 広域 開発 プ ロ グ ラムPrusst)へ と発 展 し、78都 市 で

進 行 中 で あ る(宮 脇,2004,228-229)。



URBANバ リの成果として、「URBANプ ログラムがターゲッ トを絞 り込んだ地区にスポ

ッ トライ トを当てたことで、地区住民が問題を認識 し、改善の可能性 を信 じるようになっ

た。そ して、市当局と住民 との信頼関係が醸成された」。バルバネ ンテ らは、 「URBAN事

業がパ ッ トナム11のいう社会資本の充実に貢献 した」と考察 している。

バ リは、URBANに 手応えを得て、2000年 以降のURBANIIプ ログラムにエン トリーす

るが、採用 されなかった。URBANに 採用 されたイタリア国内16都 市のうち、2期 継続採

用 となったのはジェノバ1都 市だった。バルバネ ンテらは、URBANが 国を超 えた レベル

の実験 的な都市政策であったか らこそ可能 になった これ らの点を評価 した上で、バ リが

URBAN II不採用 となった理由を分析 し、URBANの 限界 を考察 している。その限界とは、

EUの 看板事業であることである。つ まり、フィジカルに目に見えるかたちで、EU支 援の

成果が上がるプログラムが採用 されやす い。

バ リのURBANIで は、旧バ リ(Bari vｅcchia)が 対象地区となった。旧バ リは、局所的

に失業率が高く、教育水準が低 く、犯罪が多 く、劣悪な生活環境に甘んじていた。反面、

ビジネス地区に近接 し中心的な立地で、都市全体にとって歴史的象徴的価値のある資産だ

った。URBAN実 施前後でその改善状況 は明白だった。 しか し、第2期URBANに エン ト

リー した対象地区は、郊外 の疲弊地区でEUの 看板事業 にす るには改善後 も見栄え しそ う

になかった。バルバネ ンテ らは、URBANIIに バ リが採用されなかった理由として、 「再生

すれば観光対象 として も魅力的で消費を喚起する地区に生まれ変わる潜在的ポテンシャル

の低 さ」 をあげている。

バ リは、経済的にハ ンディを負っている目的1地 域にある。幻のURBANIIバ リプログ

ラムは、構造基金主流の目的1地 域の支援 を受けて、現在動き出 している。バルバネンテ

らは、URBANII不 採用 とな った ことを 「失敗」 と位置づけ、失敗 か ら得 られ る教訓 と

URBANの 限界を指摘 している。 しか し、EU都 市政策の戦略が的中した という意味では、

URBANIIバ リ不採用の経緯は 「成功」の一面を表 して いる。

バ リは、URBANIで 、歴史中心地 区をターゲ ッ トにし小額だが実験的なプログラムに対

するEU支 援 を得て都市再生の新たな手法を体得 した。URBANIの 経験 を援用 して郊外地

区で類似のプログラムを作成 し、URBANIIに 臨んだが採用されなかった。しか し、URBAN

II候補の郊外地区再生プログラムはそれ で頓挫せず、バ リの受給 しているより高額の構造

基金 目的1を 活用 して実施 されている。っ まり、URBANIが 導火線 とな り、URBANIIに

不採用 となった ことが不幸中の幸いで、構造基金目的1を 活用して都市の役割 に着 目した

地域 開発が行われ るようになった例である。 トローヤン欧州委事務局長は、EU都 市政策

が結実に最 も近づ いた1998年 、ユー ロシテイのセミナーで 「EUの 構造政策の下、 目的1

地域内の都市は、将来のプログラム作成にあた りより強い役割 を果たすべきである」 と述

べているが、バ リでは共同体主導URBANが 触媒の働 きを し、 トローヤンの意図す る方向

に構造基金 目的1が 向かっていることを示 した。

11R .パッ トナムは、市民と市民や組織と組織など市民社会の絆を社会資本と位置づけている。彼は、

イタリアの南北で異なる民主的諸制度のパフォーマ ンスは、常識で考えられているように経済発展の格差

よりも市民的伝統の違いで説明されることを定量的に明らかいしようとした(パ ットナム、2001,1993)。

経済発展が人間的に豊かな市民生活を可能にすると思われてきたのに対して、パ ットナムは 「市民度が経

済発展の内容(質 と量)を 決める側面が大きい(宮 崎、2002)こ とを指摘している。




